
１　施設の概要

施設所管課 男女参画・人権課 【連絡先】 088-621-2177

徳島市山城町東浜傍示１

平成23年4月1日～平成28年3月31日

平成２４年度　指定管理者運営状況点検・評価シート

対象施設名
徳島県立男女共同参画交流センター
（ホール、研修室等を利用に供する業務等） 施設所在地

指定管理者名 一般財団法人徳島県観光協会 指定期間

設置年月日 平成１８年１１月１１日

設置目的
　男女共同参画の推進に関する相談等を行うとともに、男女共同参画の推進を目的とした団体等に
交流の場を提供することにより、男女共同参画が確立された社会の形成に資する。

施設内容

＊　本施設は、徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま）の敷地の中に設置

●　施設規模
      建築面積     ２,７１６.５０㎡　（１階　  ８３４.５１㎡
                 　　　　　　　　　　　２階 １,８８１.９９㎡）
　　　専用駐車場面積  １３８.２４㎡

●　主要施設      ホール、研修室１、研修室２、展示ギャラリー、こども室
　①　指定管理者による貸し館対象
　　　　ホール(142人)、研修室(54人・1室、24人・1室)、展示ギャラリー(148㎡)
　②　他の指定管理者が運営する託児スペース
　　　　こども室(９２.４３㎡）
　　　　　部屋の構成：キッズルーム、託児室、子どもトイレ、調乳室、納戸
　③　県職員が直接運営
　　　　１階（事務室、図書資料室、情報コーナー、印刷作業室）及び２階 学習室

利用料金等

開館日
・休館日等

●　休館日（徳島県立男女共同参画交流センター）

①

②

1

2 　指定管理者は、１により臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめ知
事の承認を受けなければならない。

その他の施設

区分
ホール、
研修室１、研修室２
展示ギャラリー

休館日
毎月の第３火曜日
(その日が休日に当たるときは、その翌日)

火曜日
(火曜日が休日に当たるときは、その翌日)

１月１日から３日まで
及び１２月２９日から３１日まで

　知事及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、この表にかかわらず、それ
ぞれが行う業務に係る施設について、臨時に休館し、又はこの表に掲げる休館日に開
館することができる。

●　使用料（徳島県立男女共同参画交流センター）

午前 午後 夜間
(午前９時から
正午まで)

(午後１時から
午後５時まで)

(午後６時から
午後９時まで)

8,760 11,660 9,020
3,020 4,100 3,180
1,780 2,400 1,860

備　考
1

2

　午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使
用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

　商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合のホール
の使用料の額は、この表及び１の規定にかかわらず、この表の区分に応じた使用料の額又
は１の規定により算出した使用料の額に１００分の５００を乗じて得た額とする。

使用料の額

規則で定める額

区分

ホール
研修室１
研修室２
規則で定める用具
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２　指定管理者の業務

３　施設の管理体制

４　施設の利用状況　

3,637 24,4273,913 2,365 1,426 2,1972,026 1,678 837 3,464H23 867 738 1,279

4,480 1,640 1,862 1,5121,567 1,610 1,716 4,596

5,335 4,073 2,028 1,0911,070 1,157 1,984 2,841

指定管理者
の業務内容

●　指定管理者は、次の業務を行う。
　①　ホール、研修室その他の施設を利用に供する業務
　②　施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
　③　ホール、研修室、用具を利用しようとする者に対する利用の許可に関する業務
　④　利用の許可を受けた者に対する使用料の徴収に関する業務
　⑤　その他本施設の管理に関し知事が必要と認める業務
 　   （本施設を利用する者の利便を図るための子育て支援に関する業務を除く。）

＜参考＞　本施設が行う業務の全容
　ア　男女共同参画の推進に関する相談に応ずること（県が直営実施）
　イ　男女共同参画の推進に関する講座等を開催すること（県が直営実施）
　ウ　男女共同参画の推進に関する調査研究を行うこと（県が直営実施）
　エ　男女共同参画の推進に関する情報を収集し、県民に提供すること（県が直営実施）
　オ　利用者の利便を図るための子育て支援に関すること（他の指定管理者が実施）
　カ　ホール、研修室その他の施設を利用に供すること
　キ　その他 本施設の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること

管理体制

正規職員 その他

専任 2 人 5 人
(平成25年3月31日現在)

計
計 5 人 7 人 12 人

7 人
兼任 3 人 2 人 5 人

利用者数
（人）

年度別 ４月 ５月

H22 772 1,910

H24 1,225 1,312

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

1,794 3,162 27,217

3,601 3,622 28,743

常 務 理 事

館　　　長

総 務 課 長

事 務 主 任

嘱　託　員

事務企画課課長

主　査

主　事
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理　事　長

臨時職員嘱託員



５　収支の状況

６　コスト削減・サービス向上に関する取組状況

７　自主事業の取組状況

（単位：千円）

項　目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度

収
入

指定管理料 27,464 27,463

事業収入

計 27,720 27,750

28,254

利用料金収入

その他 256 287 316

28,570

支
出

人件費 8,655 8,653 8,665

管理運営費 17,942 18,070 19,089

事業費

その他 1,115 761 724

計 27,712 27,484 28,478

収支 8 266 92

コスト削減
の取組

●　催事の規模・内容に合わせた勤務体制
●　誘致活動等の効率化及び物品購入の共同化
●　節水、クールビズ等の推進
●　ペーパーレス化を推進

サービス向上
の取組

●　セルフモニタリングによる対応改善を推進
●　アンケート実施による対応
　①　駐車場渋滞の緩和
　　　駐車場入り口周辺の渋滞緩和策
　②　環境の整備
　　　植栽腐食防止及び環境保護のため、「アイドリングストップ」を推進
　③　施設機能の充実
　　　館内表示板を大型化、大型案内モニターを設置
　　　飲料の自動販売機を設置
　　　空調機器送風口に回転扇を設置するなど、環境に配慮した適温工夫
　④　案内看板の増設
　　　ホームページからの利用申請書ダウンロードサービス
　　　交流サロン等への安全確認カメラの設置
　　　パントリーへの浄水器設置
●　地域連携及び地域貢献
　①　主催者の希望に応じ、地元企業を優先的紹介
　②　市民の散歩コースとなっている外周道路の屋外照明点灯

自主事業
取組状況

●　「いなか博」イベント開催をフレアと共催実施するなど利用者拡大への積極的な取組
●　利用促進・利便性の向上のための取組
　　飲料の自動販売機を設置

８　管理運営業務に係る点検・評価

〈評価指標〉 Ｓ：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ａ：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
Ｂ：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
Ｃ：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※　項目については、事業計画書と整合性をはかる。

９　その他（今後の課題及び対応等）

　懸案事項としていた、施設内ＬＡＮ整備、展示ギャラリー（無料）の照明については、省エネ型ＬＥＤのスポットライ
ト照明で改善されている。今後も引き続き、利用者からの意見、要望の状況を踏まえ、利便性の向上が図られるような業
務推進を依頼。

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

①利用者ニーズの把握・分析と利用促進
　・利用者ニーズの把握
　・利用者ニーズへの対応
　・施設の利用促進

Ａ

館内・催し物案内のための大型モニター新設
アンケートを実施・飲料の自動販売機を設置
浄水器の設置・案内看板の増設

②自主事業
　・計画した自主事業の実施 Ａ

施設管理が主業務であり、自主事業としての該当業務はないが、施設
内の案内モニター設置など県民サービスに努めている。

③適正な維持管理
　・施設の保守管理・修繕
　・年間作業計画に基づく適正な維持管理
　・県備品等の適正な管理

Ｓ

館内表示、行事案内設備の充実をはじめ、ギャラリー照明への配慮な
ど利用者側の視点での設備管理に心がけている。
また、空調機器については性能不安定な機器の交換、定期点検など利
用者側の視点に立った適切な管理が行われている。
ホール備品（ピアノ）等の定期点検も適切に行われている。

⑧地域との連携
　・地元団体等との連携

④収支計画
　・収支計画の達成状況
　・コスト削減の状況
　・外部委託の状況

Ａ

光熱水費の節減に心がけている。
また省電力型の照明器具導入にも取り組んでいる。

⑤管理運営体制等
　・管理運営業務計画書
　・職員の配置、研修計画
　・諸規程の整備
　・利用料金の徴収、減免
　・モニタリングの実施状況

Ａ

管理運営業務計画には、施設全般を見通した他施設との連携による利
便性向上や利用者の利便性向上につながる業務努力が計画されてお
り、また、職員配置や利用料金徴収業務などについても利用者サービ
スの向上ととも委託にかかる仕様及び法令を遵守した計画となってい
る。

Ａ

⑥職員体制
　・職員の労働条件 Ａ

適切な労働条件が確保されている。

⑨安全管理
　・安全管理体制、事故防止体制
　・災害等発生時の対応体制
　・マニュアルの整備、職員教育
　・個人情報保護への適正対応

Ａ

「安心・安全・快適」を基本理念とした管理運営に心がけており、緊
急時対応を目的とした各種打合せや合同消防訓練、救急・救命合同講
習、マニュアル整備など事故防止や事後処理の対応準備を行ってい
る。

⑦地域への貢献
　・地元雇用の状況
　・地元企業への業務委託

Ａ

県内事業者の活用や雇用拡大の意識がなされている。

管理施設の設置目的・趣旨に沿った管理運営を法令遵守の意識をもっ
て行っている。また、開かれた施設運営にも心がけている。

Ａ
財団の基幹事業である観光振興や現在の施設管理を通じた各種団体と
の効果的な連携がなされている。

総合評価 Ａ

施設全般の適切な管理運営はもとより、危機管理や安全への配慮、法
令遵守、地域の活性化につながるような県民サービスに心がけるなど
適正な管理運営が行われている。

⑩環境への配慮
　・環境対策の状況 Ａ

ゴミの削減や段ボールのリサイクル、利用者へのゴミ持ち帰りや用紙
持ち帰り協力などを推進している。

⑪その他
　・関係法令の遵守状況
　・情報公開請求への対応体制


